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(57)【要約】
【課題】ガイド釘道にて遊技球を下部中央役物へと安定
して案内することが可能とする遊技機を提供する。
【解決手段】本発明の遊技機では、第１下部釘道６０に
対向する跳上規制突部２６が備えられ、その跳上規制突
部２６には、第１下部釘道６０に対して下流側に向かう
に従って徐々に接近するガイド斜面２６Ａが備えられて
いるので、遊技球の弾み量が徐々に抑えられて安定する
。そして、遊技球は、跳上規制突部２６を通過してから
安定した状態で第１下部釘道６０によって下部中央役物
４１に案内される。また、跳上規制突部２６は、円弧状
に膨出した形状になっているので、遊技球が第１下部釘
道６０と跳上規制突部２６の間をスムーズに通過するこ
とができる。
【選択図】図９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技球が流下可能な遊技領域を前面に備えた遊技板と、
　前記遊技領域の下部の横方向における略中央に配置され、遊技球が入賞可能な入賞口を
有する下部中央役物と、
　前記遊技板の前面から起立した複数の釘を、前記遊技領域の側部から前記下部中央役物
の斜め上方位置に向かって徐々に下るように一列に並べてなるガイド釘道と、
　前記遊技領域における前記下部中央役物及び前記ガイド釘道の上方に配置されたセンタ
ー役物と、
　前記センター役物の周縁部で前記遊技板の前面から起立した役物包囲壁とを備えた遊技
機において、
　前記役物包囲壁のうち前記ガイド釘道の中間部分と対向する位置から突出し、前記ガイ
ド釘道との最短距離が遊技球の１．５個分以上２個分未満となった跳上規制突部と、
　前記跳上規制突部に設けられて、前記遊技領域の中央側に向かうに従って前記ガイド釘
道に徐々に接近するガイド斜面と、を備えたことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記役物包囲壁は、半円以上の円形状で構成されていることを特徴とする請求項１に記
載の遊技機。
【請求項３】
　前記役物包囲壁には、
　前記円形状で構成された環状壁と、
　前記環状壁の外面のうち前記ガイド釘道との対向部分を含む範囲に沿って延び、前記環
状壁の外面との間に遊技球２個分未満の壁間空間を挟んで対向すると共に、一部が前記ガ
イド釘道側に膨出して前記跳上規制突部となった外側付加壁と、
　前記環状壁と前記外側付加壁との間に差し渡されて前記壁間空間を前方から覆うカバー
壁と、
　前記外側付加壁の上端と前記環状壁との間を開放して前記壁間空間に遊技球を進入可能
とする通過入口とを備え、
　前記遊技板の前面より後側に配置されて遊技球が通過可能に樋構造をなし、一端が前記
壁間空間に連通すると共に、他端が前記遊技板の前面のうち前記下部中央役物の上方位置
に開口した通過出口をなしている内部樋を設けたことを特徴とする請求項２に記載の遊技
機。
【請求項４】
　前記跳上規制突部が、円弧状に膨出した形状であることを特徴とする請求項１乃至３の
何れか１の請求項に記載の遊技機。
【請求項５】
　前記ガイド釘道を構成する釘同士を遊技球１個以上、１．５個未満の大きさで離間させ
た転落部を、前記ガイド釘道のうち前記跳上規制突部と最も接近した位置から離れた位置
に配置したことを特徴とする請求項１乃至６の何れか１の請求項に記載の遊技機。
【請求項６】
　前記役物包囲壁の内面の最下端位置を通過する水平線が前記ガイド釘道と交差するよう
に配置されている請求項１乃至５の何れか１の請求項に記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技領域内におけるセンター役物の下方に下部中央役物を備えた遊技機に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種の遊技機として、下部中央役物に遊技球を案内するガイド釘道を備えたも
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のが知られている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－３２５７６５号公報（図５）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、従来の遊技機では、ガイド釘道上で遊技球が大きく弾み、ガイド釘道が安定
して下部中央役物に遊技球を案内する機能を果たさないことが起こり得た。
【０００５】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたもので、ガイド釘道にて遊技球を下部中央役物へ
と安定して案内することを可能とする遊技機の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するためになされた請求項１の発明は、遊技球が流下可能な遊技領域を
前面に備えた遊技板と、前記遊技領域の下部の横方向における略中央に配置され、遊技球
が入賞可能な入賞口を有する下部中央役物と、前記遊技板の前面から起立した複数の釘を
、前記遊技領域の側部から前記下部中央役物の斜め上方位置に向かって徐々に下るように
一列に並べてなるガイド釘道と、前記遊技領域における前記下部中央役物及び前記ガイド
釘道の上方に配置されたセンター役物と、前記センター役物の周縁部で前記遊技板の前面
から起立した役物包囲壁とを備えた遊技機において、前記役物包囲壁のうち前記ガイド釘
道の中間部分と対向する位置から突出し、前記ガイド釘道との最短距離が遊技球の１．５
個分以上２個分未満となった跳上規制突部と、前記跳上規制突部に設けられて、前記遊技
領域の中央側に向かうに従って前記ガイド釘道に徐々に接近するガイド斜面と、を備えた
ことを特徴とする遊技機である。
【０００７】
　この構成により、遊技球がガイド釘道上で弾みながら転動しても、ガイド釘道に徐々に
接近する跳上規制突部のガイド斜面により、遊技球の弾み量が徐々に抑えられて流下状態
が安定する。そして、遊技球は、跳上規制突部を通過してから安定した状態でガイド釘道
によって下部中央役物に案内される。即ち、本発明の遊技機によれば、ガイド釘道にて遊
技球を下部中央役物へと安定して案内する割合のバラつきを抑制することができる。
【０００８】
　請求項２の発明は、前記役物包囲壁は、半円以上の円形状で構成されていることを特徴
とする請求項１に記載の遊技機である。このように、円形に近い形状にした方がセンター
役物は大きくなる。それ故、センター役物の下方のガイド釘道や下部中央役物の配置の自
由度が狭くなり、ガイド釘道上で遊技球が弾み易くなるが、このような場合でも、本発明
によれば、跳上規制突部を設けてガイド釘道上の遊技球を安定させることができる。
【０００９】
　請求項３の発明は、前記役物包囲壁には、前記円形状で構成された環状壁と、前記環状
壁の外面のうち前記ガイド釘道との対向部分を含む範囲に沿って延び、前記環状壁の外面
との間に遊技球２個分未満の壁間空間を挟んで対向すると共に、一部が前記ガイド釘道側
に膨出して前記跳上規制突部となった外側付加壁と、前記環状壁と前記外側付加壁との間
に差し渡されて前記壁間空間を前方から覆うカバー壁と、前記外側付加壁の上端と前記環
状壁との間を開放して前記壁間空間に遊技球を進入可能とする通過入口とを備え、前記遊
技板の前面より後側に配置されて遊技球が通過可能に樋構造をなし、一端が前記壁間空間
に連通すると共に、他端が前記遊技板の前面のうち前記下部中央役物の上方位置に開口し
た通過出口をなしている内部樋を設けたことを特徴とする請求項２に記載の遊技機である
。このように、本発明の遊技機では、跳上規制突部を有した外側付加壁によって通過流下
路が形成され、外側付加壁の有効利用が図られる。
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【００１０】
　請求項４の発明は、前記跳上規制突部が、円弧状に膨出した形状であることを特徴とす
る請求項１乃至３の何れか１の請求項に記載の遊技機である。この構成によれば、遊技球
が跳上規制突部とガイド釘道との間での球詰まりを抑制しながら通過することができる。
【００１１】
　請求項５の発明は、前記ガイド釘道を構成する釘同士を遊技球１個以上、１．５個未満
の大きさで離間させた転落部を、前記ガイド釘道のうち前記跳上規制突部と最も接近した
位置から離れた位置に配置したことを特徴とする請求項１乃至６の何れか１の請求項に記
載の遊技機である。
【００１２】
　このように転落部が、ガイド釘道のうち跳上規制突部と最も接近した位置から離れた位
置に配置されているので跳上規制突部とガイド釘道との間に進入する前に遊技球が散らば
り、跳上規制突部とガイド釘道との間での球詰まりを抑制することが可能となる。
【００１３】
　請求項６の発明は、前記役物包囲壁の内面の最下端位置を通過する水平線が前記ガイド
釘道と交差するように配置されている請求項１乃至５の何れか１の請求項に記載の遊技機
である。
【００１４】
　このように、役物包囲壁の内面の最下端位置を通過する水平線がガイド釘道と交差する
ようなものであっても、本発明の跳上規制突部を設けたことで、ガイド釘道上の遊技球の
流下を安定させることが可能となる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明の構成により、遊技球がガイド釘道上で弾みながら転動しても、ガイド釘道に徐
々に接近する跳上規制突部のガイド斜面により、遊技球の弾み量が徐々に抑えられて流下
状態を安定させる或は遊技球を下部中央役物へ案内する割合のバラつきを抑制することが
可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の一実施形態に係る遊技板の正面図
【図２】遊技板の斜視図
【図３】遊技板の斜視図
【図４】表示枠体の斜視図
【図５】表示枠体の一部拡大の斜視図
【図６】遊技領域の下部の斜視図
【図７】遊技領域の下部及び左側部の斜視図
【図８】左サイド役物の斜視図
【図９】遊技領域の下部における左側部分の正面図
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明を適用したパチンコ遊技機（本発明の「遊技機」に相当し、以下、単に「
遊技機」という。）に係る一実施形態を、図１～図９に基づいて説明する。図１には、遊
技機の遊技板１１が示されている。遊技板１１は、前側から見ると、四角形の上側両角部
を斜めにカットした形状をなし、例えば、透明な樹脂で構成されている。以下、遊技板１
１を前側から見たときの「右」及び「左」を、単に「右」及び「左」ということとして説
明を続ける。
【００１８】
　遊技板１１の縦横の長さは略同一（正確には、若干縦長）になっていて、遊技板１１の
中央には表示窓１２が形成されている。表示窓１２は、遊技板１１の縦横の長さの半分程
度の直径の円における右上の略１／４円弧を全体的に僅かに内側に凹ませて蛇行させた形
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状をなしている。なお、その蛇行部分は、上側部分が表示窓１２の外側に膨らむ一方、下
側部分が表示窓１２の内側に膨らんだ形状をなしている。
【００１９】
　図２に示すように、遊技板１１の前面のうち表示窓１２の開口縁からは役物包囲壁１４
が起立している。また、遊技板１１の前面には、役物包囲壁１４を包囲するように領域包
囲壁３０が備えられ、領域包囲壁３０の内側全体が本発明に係る遊技領域Ｒ１になってい
る。
【００２０】
　具体的には、遊技領域Ｒ１に遊技球を打ち込むための円弧状の第１ガイドレール３１が
、遊技板１１の下辺部の左寄り位置から、左辺部の中央位置と、上部の横方向中央位置と
を通って、右側部の上寄り位置まで延びている。また、第１ガイドレール３１に対し、進
入通路Ｒ２を挟んで右側から対向するように第２ガイドレール３２が設けられ、その第２
ガイドレール３２は、遊技板１１の下辺部において第１ガイドレール３１より右側にずれ
た位置から左上方に直線上に延び、途中から第１ガイドレール３１に沿った円弧状に湾曲
して遊技板１１の左側部の上寄り位置まで延びている。
【００２１】
　また、第２ガイドレール３２の上端から下端寄り位置の円弧形状部分の内側には、第３
ガイドレール３３の一部が重ねられている（第２ガイドレール３２と第３ガイドレール３
３の少なくとも一部は一体的に構成されている）。第３ガイドレール３３の一端は、遊技
板１１の左側上部において第２ガイドレール３２の上端部に重ねられ、第３ガイドレール
３３の他端部は、遊技板１１の右側部において第１ガイドレール３１の終端部に隣接配置
されている。そして、この第３ガイドレール３３と後述する可撓片３４と第１ガイドレー
ル３１のうち進入口Ｒ３より上側部分とによって、前記した領域包囲壁３０が構成されて
いる。
【００２２】
　第２ガイドレール３２の上端部と第１ガイドレール３１との間は、遊技領域Ｒ１に対す
る遊技球の進入口Ｒ３をなし、第２ガイドレール３２の先端部から張り出した可撓片３４
（図１参照）によって閉塞されている。そして、遊技機の前面に備えた図示しないハンド
ルを遊技者が操作する操作量に応じた強度で遊技球が発射されて進入通路Ｒ２を上昇し、
可撓片３４を変形させて遊技領域Ｒ１に進入する。また、可撓片３４により、遊技球が遊
技領域Ｒ１から進入通路Ｒ２に逆流することが規制されている。
【００２３】
　図１に示すように、第３ガイドレール３３の左側部分の下側は、遊技板１１の左側下部
で第２ガイドレール３２と重なっている状態から、第２ガイドレール３２から徐々に離れ
て遊技板１１の横方向の中央に向かって下っている。一方、第３ガイドレール３３の右側
部分は、第１ガイドレール３１の端部から右下に延びてから遊技板１１の右側部の下寄り
位置で左側に曲がり、遊技板１１の横方向の中央に向かって下っている。また、第３ガイ
ドレール３３の下部は、その横方向の中央部を除いた全体が連続した円弧状をなして緩や
かに湾曲していると共に、その曲率に比べて大きな曲率で横方向の中央部が下方に膨出す
るように湾曲して中央取込部３３Ａになっている。
【００２４】
　遊技領域Ｒ１には、複数の役物が備えられている。それら役物の１つであるセンター役
物３５の一部が、前述した役物包囲壁１４になっている。詳細には、遊技板１１には、表
示窓１２より僅かに大きな図示しない枠体取付孔が貫通形成されていて、そこに図４に示
した表示枠体１３が取り付けられている。表示枠体１３は、枠体取付孔に嵌合される嵌合
部１３Ａの前端部から側方に枠フランジ１５が複数箇所で張り出すと共に、その枠フラン
ジ１５より前方に役物包囲壁１４が突出した構造をなしている。そして、図２及び図３に
示すように、枠フランジ１５は、遊技板１１の前面に敷設されて、取付孔１５Ａに通した
ビス（図示せず）にて遊技板１１に固定されている。
【００２５】
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　遊技板１１の後面には、表示窓１２を囲むように図示しない後方枠体が固定され、その
後方枠体の後部に取り付けられた図示しない表示装置の表示画面が表示窓１２を通して前
方から視認可能になっている。また、後方枠体の内側かつ表示画面の前方には、図示しな
い可動演出部材が組み付けられている。そして、遊技の進行状況に応じて所定の演出画像
が表示画面に表示されると共に、可動演出部材が表示画面の前側で所定の動作を行う。
【００２６】
　図４に示すように、役物包囲壁１４は、略均一の厚さで環状をなした環状壁１４Ａの外
側に、以下の上側枠外突部１８、流下樋１６、第１始動ゲート１７等を備えた構造になっ
ている。環状壁１４Ａの内面は、表示窓１２の形状で説明したように、右上の略１／４円
を除いた全体が円形（曲面）をなしている。また、環状壁１４Ａの内面は、左下部分と後
述する三角突起２０とを除き、滑らかになっている。さらに、環状壁１４Ａは、複数に分
割されている。
【００２７】
　上側枠外突部１８は、表示枠体１３における環状壁１４Ａの最上部の左隣に配置され、
三角形の山形をなしてその両裾部が環状壁１４Ａに接続された山形壁１８Ｂと、山形壁１
８Ｂと環状壁１４Ａとの間の壁間空間を前方から覆った前面カバー壁１８Ｃとからなる。
なお、図３に示すように、役物包囲壁１４のうち上側枠外突部１８より右側部分と第１ガ
イドレール３１との間は、遊技球が１つだけ通過可能な幅をなした上部通路Ｒ４になって
いる。
【００２８】
　図４に示すように、流下樋１６は、表示枠体１３の右側部に配置され、環状壁１４Ａに
外側から対向する対向壁１６Ｂと、その対向壁１６Ｂと環状壁１４Ａとに挟まれた流下路
１６Ａを前方から覆う前面カバー壁１６Ｃとからなる。そして、図３に示すように、対向
壁１６Ｂが第３ガイドレール３３に隣接配置され、上部通路Ｒ４を通って役物包囲壁１４
の右側を流下する遊技球は必ず流下樋１６内を通過する。また、流下樋１６の出口近傍に
は、上側枠外突部１８と同様の構造の右側枠外突部１９が環状壁１４Ａから突出している
。
【００２９】
　第１始動ゲート１７は、表示枠体１３における左側部分の上下方向の中央に配置され、
図５に示すように、環状壁１４Ａに水平方向で対向する対向壁１７Ｂの前端部と環状壁１
４Ａの前端部との間を前面カバー壁１７Ｃで連絡した門形構造をなし、内側に検出スイッ
チ１７Ｓが組み込まれている。そして、第１始動ゲート１７を通過した遊技球が検出スイ
ッチ１７Ｓにて検出されるようになっている。また、第１始動ゲート１７の上隣と下隣に
は、左側枠外突部２１，２１が備えられている。左側枠外突部２１は、山形壁２１Ｂと前
面カバー壁２１Ｃとからなり、山形壁２１Ｂが異形山形状である以外は、上側枠外突部１
８と同じ構造をなしている。
【００３０】
　なお、図４に示すように、役物包囲壁１４の右下部分における右側枠外突部１９の下方
の２箇所と、左上部分の左側枠外突部２１の上側隣の１箇所とには、環状壁１４Ａを部分
的に外側に屈曲させてなる三角突起２０が形成されている。
【００３１】
　図５に示すように、環状壁１４Ａのうち下側の左側枠外突部２１の下端部から環状壁１
４Ａの最下端寄り位置に亘る範囲は、外側から外側付加壁２２によって覆われている。外
側付加壁２２の下端部は、環状壁１４Ａに接続され、外側付加壁２２の上端部と環状壁１
４Ａとの間は、遊技球が１つずつ通過可能な間隔が開いている。そして、外側付加壁２２
と環状壁１４Ａとの間の壁間空間２３Ａが、前面カバー壁２３（本発明の「カバー壁」に
相当する）により前方から覆われると共に、枠フランジ１５により後方から覆われている
。また、外側付加壁２２の上端部における壁間空間２３Ａへの進入口は、本発明に係る通
過入口（以下ワープ入口）２３Ｋになっている。
【００３２】
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　外側付加壁２２のうち上端部から中央寄り位置までは環状壁１４Ａと略平行に延びた外
対向部２４になっている。また、外側付加壁２２の下端部から中央寄り位置までは、下方
に向かって膨出した円弧形状の跳上規制突部２６になっている。さらに、外側付加壁２２
の中央部は、外対向部２４の下端と跳上規制突部２６の上端との間を連絡し、跳上規制突
部２６側に向かって徐々に環状壁１４Ａに接近する絞り部２５になっている。また、枠フ
ランジ１５には、絞り部２５と環状壁１４Ａとに挟まれた部分に、図示しない貫通孔が形
成されると共に、前面カバー壁２３のうち貫通孔との対向部分には、壁間空間２３Ａを流
下してきた遊技球を貫通孔へと誘導する図示しない誘導リブが形成されている。
【００３３】
　図４に示すように、前述した嵌合部１３Ａのうち表示枠体１３の左下部は、遊技球が１
つずつ流下可能な内部樋２７になっている。その内部樋２７の下端部は、役物包囲壁１４
の最下部下方において枠フランジ１５に開口した本発明に係る通過出口（以下ワープ出口
）２８になっている。そして、ワープ入口２３Ｋからワープ出口２８までの間がワープ流
下路になっている。また、ワープ出口２８は、横長の四角形になっていて、その横方向の
中央にガイド溝２８Ａが備えられている。そして、ワープ流下路を通過した遊技球の大部
分がガイド溝２８Ａを通って排出される。
【００３４】
　なお、図５に示すように、外対向部２４には、壁間空間２３Ａ側に突出した複数の突部
２４Ａが形成されると共に、図４に示すように環状壁１４Ａにも壁間空間２３Ａ側に突出
した複数の突部１４Ｂが形成されると共に、内部樋２７にも複数の突部２７Ａが形成され
て、ワープ流下路内における遊技球の流下速度が抑えられるようになっている。また、ワ
ープ出口２８の右側部には、役物包囲壁１４から防護壁２９が垂下されている。
【００３５】
　図１に示すように、遊技領域Ｒ１のうちセンター役物３５の右下には、Ｖ確入賞装置３
６、右サイド役物３７、第２始動ゲート３８及び大入賞装置３９等の役物が設けられてい
る。図３に示すように、Ｖ確入賞装置３６は、流下樋１６の下方で遊技板１１の前面から
突出して第３ガイドレール３３に隣接し、回動扉３６Ｂによって開閉されるＶ確入賞口３
６Ａを備えた入賞装置となっている。右サイド役物３７は、Ｖ確入賞装置３６の下方で遊
技板１１の前面から突出して第３ガイドレール３３に隣接し、アウト口３７Ａと普通入賞
口３７Ｂとを上下に並べて備えている。第２始動ゲート３８は、右サイド役物３７の左横
に配置され、門形構造をなして第１始動ゲート１７と同様に検出スイッチ３８Ａを内部に
備えている。大入賞装置３９は、第２始動ゲート３８の下方に配置され、横長の長方形の
大入賞口３９Ａを有し、その大入賞口３９Ａが回動扉３９Ｂにて開閉されるようになって
いる。
【００３６】
　図１に示すように、遊技領域Ｒ１の下部中央には、下部中央役物４１が設けられている
。図６に示すように、下部中央役物４１は、第１始動入賞口４２と第２始動入賞口４３と
を上下に並べて備えている。第１始動入賞口４２は、遊技板１１の前面から突出して上面
が開口したポケット構造をなし、ワープ出口２８におけるガイド溝２８Ａの真下に配置さ
れている。第２始動入賞口４３は、遊技板１１の前面に開口すると共に、回動扉４３Ａを
備え、第１始動入賞口４２に真下に位置している。回動扉４３Ａは、下端部を中心に回動
して第２始動入賞口４３を閉塞する起立姿勢と、第２始動入賞口４３を開放して遊技球を
第２始動入賞口４３に案内する傾斜姿勢とに切り替わる。
【００３７】
　第２始動入賞口４３の真下には、図示しないアウト口が備えられ、そのアウト口の両側
には図示しない１対の縦リブ４６Ｄ，４６Ｄが設けられている。縦リブ４６Ｄ，４６Ｄの
上端部は、第２始動入賞口４３の上下方向の中間に位置し、それら縦リブ４６Ｄ，４６Ｄ
の上端部から両側方に山形ガイド壁４６Ｃ，４６Ｃが延びている。各山形ガイド壁４６Ｃ
は横方向の中間部分に稜線を有する山形状をなしている。また、山形ガイド壁４６Ｃ，４
６Ｃのうち第２始動入賞口４３から離れた側の端部の下方には、遊技球の進入を規制する
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規制壁４６Ａ，４６Ａが備えられている。さらに、下部中央役物４１には、第２始動入賞
口４３より右側の規制壁４６Ａに対して右側方から対向する外対向壁４６Ｅが備えられ、
それら対向する外対向壁４６Ｅと規制壁４６Ａとの間の上端開口がアウト口４４になって
いる。
【００３８】
　なお、下部中央役物４１の右横には、センター役物３５の右側の領域を通過して下部ま
で到達した遊技球を、下部中央役物４１におけるアウト口４４の上方に向けて案内する傾
斜レール４０が備えられている。
【００３９】
　図９に示すように、下部中央役物４１の左横には、アウト口４５が設けられている。ア
ウト口４５は、遊技板１１の前面における下端部に開口していて、下部中央役物４１にお
ける左端の規制壁４６Ａと隣り合わせに配置されている。また、アウト口４５の左上方に
は、普通入賞装置４９が備えられている。図６に示すように、普通入賞装置４９は、遊技
板１１の前面から突出し、左斜め上方に向かって開口した入賞口４９Ａを有する。また、
普通入賞装置４９の上部には、右下に向かって下るように傾斜した上部傾斜面４９Ｂが備
えられている。
【００４０】
　図９に示すように遊技領域Ｒ１の下部の左側には、領域包囲壁３０に隣接させて左サイ
ド役物５０が設けられている。図７に示すように左サイド役物５０は、遊技板１１の前面
から突出しかつ第３ガイドレール３３の左側部に隣接したサイド役物突部５１の側面にア
ウト口５６と第１及び第２の入賞口５７，５８とを備えた構造をなしている。詳細には、
サイド役物突部５１の側面には、サイド役物突部５１の上端に位置して、横方向の左端部
が第３ガイドレール３３に隣接し、右側に向かって下るように傾斜した上端傾斜部５２と
、上端傾斜部５２の右側下方で湾曲しかつ途中から右端部までが水平になった側面湾曲部
５３と、側面湾曲部５３の右側端部から下方に屈曲した中央向側部５４とが備えられてい
る。また、サイド役物突部５１の前面は全体が前面カバー５５によって覆われている。
【００４１】
　図８に示すように、アウト口５６は、側面湾曲部５３のうち上端傾斜部５２の端部から
垂下された部分の下端部に開口して斜め上方を向いている。また、第１入賞口５７は、側
面湾曲部５３のうち水平になった部分におけるアウト口５６寄りの位置に開口して上方を
向いている。つまり、アウト口５６の開口面と第１入賞口５７の開口面とは、Ｖ字或いは
Ｕ字の２辺に（下端部から左右に分かれて）沿うように配置されている。さらには、第２
入賞口５８は、側面湾曲部５３の端部から中央向側部５４の下端寄り位置に亘る範囲に開
口して斜め上方を向いている。なお、サイド役物突部５１のうちアウト口５６と第１入賞
口５７と区画する部分の上端部は、円弧面５３Ａになっている。
【００４２】
　図１に示すように、遊技領域Ｒ１には、複数の釘Ｎが分散配置されている。釘Ｎは、金
属製であって、図７に示すように断面円形のシャフト部Ｎ１の一端にシャフト部Ｎ１より
大径のヘッド部Ｎ２を備えた形状をなしている。また、図１に示すように、複数の釘Ｎの
うち一部の釘Ｎは、一列に並んで釘道を構成している。具体的には、センター役物３５の
左側方には、第３ガイドレール３３側（隣接する位置）からワープ入口２３Ｋに向かって
下るように傾斜したワープ案内釘道６４が備えられ、そのワープ案内釘道６４より遊技球
１～２個分離れた下方には、同じく第３ガイドレール３３側（隣接する位置）からワープ
入口２３Ｋの下端部に向かって下るように傾斜した風車案内釘道６５が備えられている。
また、これらワープ案内釘道６４及び風車案内釘道６５には、それらを構成する釘Ｎ同士
が遊技球１個分の間隔を明けて離れた転落部が複数備えられ、一部の遊技球は、転落部を
通って下方に流下する。
【００４３】
　風車案内釘道６５の下端先方には風車６３が設けられ、その風車６３の回転中心の右下
となる位置から下部中央役物４１の左上近傍位置に亘って第１下部釘道６０（本発明の「
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ガイド釘道」に相当する）が直線状に延びている。図９に示すように、風車６３は、遊技
板１１の前面から突出したシャフト６３Ｓに回転可能に支持されると共に、回転中心から
径方向に張り出して遊技球を受ける複数の回動片６３Ａを備えている。そして、風車案内
釘道６５（図１参照）上を流下してきた遊技球が、風車６３のうち回動中心より右側に位
置する回動片に当接して風車６３が右回りに回転し、その遊技球がほとんど第１下部釘道
６０上へと案内される。
【００４４】
　第１下部釘道６０は、直線状に延び、右下がりに傾斜している。また、第１下部釘道６
０は、表示枠体１３における枠フランジ１５の縁部に隣接配置され、その枠フランジ１５
の縁部と第１下部釘道６０が延びる方向とが略平行になっている。さらには、第１下部釘
道６０は、役物包囲壁１４の内面の最下端位置を通過する水平線Ｌ１（図９参照）と交差
するように配置されている。
【００４５】
　また、第１下部釘道６０は、上方から役物包囲壁１４の外側付加壁２２が対向していて
、その外側付加壁２２における跳上規制突部２６が第１下部釘道６０に最も接近し、それ
らの間の最短距離は、遊技球１．５個分以上２個分未満になっている。詳細には、第１下
部釘道６０を構成する複数の釘Ｎのシャフト部Ｎ１（図７参照）に共通して上方から接す
る面と、跳上規制突部２６との間の距離が、遊技球１．５個分以上２個分未満になってい
る。そして、跳上規制突部２６のうち第１下部釘道６０との最接近位置Ｐ１より左側部分
のガイド斜面２６Ａと右側部分である退避斜面２６Ｂとが、最接近位置Ｐ１から離れるに
従って第１下部釘道６０から遠ざかるように傾斜している。また、第１下部釘道６０には
、その第１下部釘道６０を構成する釘Ｎ同士を、遊技球１個以上、１．５個未満の大きさ
（より詳細には、遊技球が丁度１つ通過する大きさ）で離間させた転落部６０Ａ，６０Ｂ
が形成されている。そして、一方の転落部６０Ａは、第１下部釘道６０のうちガイド斜面
２６Ａにおける最接近位置Ｐ１から離れた側の端部の略対向する位置に配置され、他方の
転落部６０Ｂは、退避斜面２６Ｂにおける最接近位置Ｐ１から離れた側の端部の真下とな
る位置に配置されている。
【００４６】
　第１下部釘道６０の下方には、第１下部釘道６０と平行に延びた第２下部釘道６１が備
えられている。第２下部釘道６１は、左サイド役物５０における上端傾斜部５２の右下方
から隣接する位置から下部中央役物４１の左近傍位置に亘って直線状に延びている。また
、第２下部釘道６１には、第１下部釘道６０の転落部６０Ａ，６０Ｂと同様の転落部６１
Ａ，６１Ｂ，６１Ｃ等が形成され、転落部６１Ａは第２下部釘道６１の上端に位置し、転
落部６１Ｂ，６１Ｃは、左サイド役物５０と普通入賞装置４９との中間に位置している。
また、第２下部釘道６１と、左サイド役物５０における側面湾曲部５３と中央向側部５４
との境界部分との間は、遊技球１つ未満の大きさをなしている。これにより、転落部６１
Ａを通過した遊技球が必ず側面湾曲部５３に配置されたアウト口５６又は第１入賞口５７
（図７参照）に入球する。また、普通入賞装置４９の上部傾斜面４９Ｂは、第２下部釘道
６１の上面（第２下部釘道６１を構成する複数の釘Ｎのシャフト部Ｎ１（図７参照）に共
通して上方から接する面）と略面一に配置されている。これにより、普通入賞装置４９の
上部傾斜面４９Ｂが第２下部釘道６１の一部としても利用でき、普通入賞装置４９の有効
利用が図られる。
【００４７】
　本実施形態の遊技機が有する遊技板１１の構造に関する説明は以上である。次に、この
遊技板１１を利用した遊技内容について簡単に説明する。遊技球は、遊技者によるハンド
ルの操作量に応じた発射強度で遊技領域Ｒ１に、順次、打ち込まれて、センター役物３５
の左側か右側を流下する。そして、その遊技球が第１又は第２の始動ゲート１７，３８を
通過すると、所謂、普図当否判定が行われ、その当否判定結果が当りになると、第２始動
入賞口４３が所定期間だけ開く。また、遊技球が第１又は第２の始動入賞口４２，４３に
入賞すると、所謂、特図当否判定が行われ、その当否判定結果が当りになると、Ｖ確入賞
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装置３６の回動扉３６Ｂが開く動作か、大入賞口３９Ａが開く動作の何れかが複数回（そ
の１回を通常、１ラウンドという）に亘って行う大当り遊技が実施される。遊技者は、こ
の大当り遊技が実施されることを目指し、第１及び第２の始動ゲート１７，３８及び第１
及び第２の始動入賞口４２，４３に遊技球が入賞することを願って遊技球を遊技領域Ｒ１
に打ち込む。
【００４８】
　また、遊技板１１における入賞口、即ち、図７に示した第１及び第２の入賞口５７，５
８、及び、図３に示した第１及び第２の始動入賞口４２，４３、Ｖ確入賞口３６Ａ、普通
入賞口３７Ｂ、大入賞口３９Ａ、入賞口４９Ａの何れかに遊技球が入球した場合（即ち、
入賞した場合）、その遊技球は遊技板１１の後側に取り込まれると共に、所定数の遊技球
（所謂、賞球）の払い出しという特典が遊技者に付与される。一方、遊技板１１における
アウト口、即ち、図３及び図７に示したアウト口３７Ａ，４４，４５，５６と下部中央役
物４１の内部の図示しないアウト口の何れかに遊技球が入球した場合は、特典は付与され
ずに遊技球が遊技板１１の後側に取り込まれる。
【００４９】
　本実施形態の遊技機の構成に関する説明は以上である。次に、この遊技機の作用効果に
ついて説明する。複数の遊技球がセンター役物３５の左側を流下すると、それら遊技球の
うちの一部の遊技球は、図１に示した風車案内釘道６５に案内されて第１下部釘道６０に
到達し、その第１下部釘道６０上を転動して下部中央役物４１に向かう。このとき、図９
に示すように、遊技球が第１下部釘道６０上で弾みながら転動することがある。
【００５０】
　詳細には、本実施形態のセンター役物３５の役物包囲壁１４は略円形になっているが、
その役物包囲壁１４の内側の図示しない表示画面は略四角形になっている。このため、四
角形の役物包囲壁を有したセンター役物に比べ、本実施形態のように略円形の役物包囲壁
１４を有したセンター役物３５は大きくなる。特に左右方向の中心部分において、センタ
ー役物３５の下方に役物を配置しようとすると幅が少ないので配置の制約が大きくなる。
そのため中心からズレた左右側の第１下部釘道６０とセンター役物３５との間は上方にな
るほど開く構成になってしまう。それ故、センター役物３５の下方の第１下部釘道６０と
下部中央役物４１との配置の関係上、第１下部釘道６０上で遊技球が弾みすぎたりするこ
とで、センター役物に当たったりして安定して下部中央役物に遊技球を案内する機能を果
たさない場合があった。
【００５１】
　これに対し、本実施形態の遊技機では、図９に示すように、第１下部釘道６０に対向す
る跳上規制突部２６が備えられ、その跳上規制突部２６には、第１下部釘道６０の下流側
に向かうに従って徐々に接近するガイド斜面２６Ａが備えられているので、遊技球の弾み
量が徐々に抑えられて安定する。そして、遊技球は、跳上規制突部２６を通過してから安
定した状態で第１下部釘道６０によって下部中央役物４１側に向けて案内されるため、下
部中央役物４１への入賞率もある程度安定させることが可能となる。また、跳上規制突部
２６は、円弧状に膨出した形状になっているので、遊技球が跳上規制突部２６をスムーズ
に通過する。さらには、第１下部釘道６０には転落部６０Ａ，６０Ｂが形成されているが
、それら転落部６０Ａ，６０Ｂは、第１下部釘道６０のうち跳上規制突部２６と最も接近
した位置より上流側と下流側とに離して配置されているので跳上規制突部２６による第１
下部釘道６０上の遊技球の安定化が転落部６０Ａ，６０Ｂによって妨げられることも少な
い。さらに、跳上規制突部２６付近は、下流側に向かうに従って第１下部釘道６０とガイ
ド斜面２６Ａとが徐々に接近するので、遊技球が詰まる虞があるが、上流側に転落部６０
Ａを配置することにより一部の遊技球は転落部６０Ａから落下し、遊技球の詰まる虞は低
減する。また、第１下部釘道６０上の遊技球を安定させる跳上規制突部２６を有した外側
付加壁２２によってワープ流下路が形成され、外側付加壁２２の有効利用が図られる。
【００５２】
　さて、図１に示した風車案内釘道６５の転落部から転落した遊技球は、第３ガイドレー
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ル３３に案内されて下方に向かうことがある。これに対し、本実施形態の遊技機では、第
３ガイドレール３３のうち最下部から離れた部分（左右方向の中心からズレた位置）に左
サイド役物５０が隣接配置されているので、第３ガイドレール３３伝いに流下してくる遊
技球がそのまま最下部まで流下することがなくなり、左サイド役物５０の上端傾斜部５２
に当接して、第３ガイドレール３３から離れて遊技領域Ｒ１の下部中央側に向かう。そし
て、遊技球は、第２下部釘道６１に移動して下部中央役物４１側に向かう。その際、第２
下部釘道６１の上端の転落部６１Ａから遊技球が転落すると、その遊技球は、側面湾曲部
５３と第２下部釘道６１とに挟まれた領域から出ることはなく、アウト口５６か第１入賞
口５７かの何れかに必ず入球する。また、それらアウト口５６と第１入賞口５７とは、転
落部６１Ａの真下となる位置に対して左側と右側とに分けて隣り合わせに配置されている
ので、転落部６１Ａから真下に落下した遊技球は、アウト口５６か第１入賞口５７かにラ
ンダムに分かれて入球し、それらの何れかに入球するかは直前まで分からないので、趣向
性が高い遊技を楽しめる。
【００５３】
　このように本実施形態の遊技機では、アウト口として、遊技領域Ｒ１の最下部近傍のア
ウト口４４，４５等以外に、左サイド役物５０にもアウト口５６が設けられているので、
遊技球が遊技領域Ｒ１の最下端部に到達する前に、突然、アウト口５６に入球して遊技領
域Ｒ１から消えるという動作が加わり、アウト口に入球する遊技球の動作のバリエーショ
ンが従来より多くなる。しかも、左サイド役物５０には第１入賞口５７も設けられている
ので、アウト口５６に入球しそうになった遊技球が第１入賞口５７に入賞して特典を得ら
れることもあり、緊張感と安堵感とを遊技者に付与して趣向性が高い遊技を楽しむことが
できる。また、遊技領域Ｒ１の右側にも左サイド役物５０と同様にアウト口３７Ａと普通
入賞口３７Ｂを隣り合わせに備えた右サイド役物３７が設けられているので、遊技領域Ｒ
１の右サイドと左サイドの両方で、アウト口に入球する遊技球の動作のバリエーションが
増えて今までにない遊技を楽しむことができる。
【００５４】
　［他の実施形態］
　本発明は、前記実施形態に限定されるものではなく、例えば、以下に説明するような実
施形態も本発明の技術的範囲に含まれ、さらに、下記以外にも要旨を逸脱しない範囲内で
種々変更して実施することができる。
【００５５】
（１）前記実施形態では、ガイド斜面２６Ａが円弧状になっていたが、平坦であってもよ
い。
【００５６】
（２）さらに、前記実施形態では、退避斜面２６Ｂも円弧状になっていたが、平坦であっ
てもよく、跳上規制突部２６は、山形状であってもよい。
【００５７】
（３）また、退避斜面２６Ｂは、前記実施形態では、最接近位置Ｐ１から離れるに従って
第１下部釘道６０から遠ざかるように傾斜していたが、最接近位置Ｐ１から第１下部釘道
６０と平行に延びていてもよい。
【００５８】
（４）また、ガイド斜面を有してガイド釘道に対向する跳上規制突部を複数備えてもよい
。
【符号の説明】
【００５９】
　１１　　遊技板
　１４　　役物包囲壁
　１４Ａ　環状壁
　２２　　外側付加壁
　２３　　前面カバー壁（カバー壁）
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　２３Ａ　壁間空間
　２３Ｋ　ワープ入口（通過入口）
　２６　　跳上規制突部
　２６Ａ　ガイド斜面
　２７　　内部樋
　２８　　ワープ出口（通過出口）
　３５　　センター役物
　４１　　下部中央役物
　６０　　第１下部釘道（ガイド釘道）
　６０Ａ，６０Ｂ　　転落部
　Ｌ１　　水平線
　Ｎ　　　釘
　Ｒ１　　遊技領域

【図１】 【図２】
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